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静岡県信用漁業協同組合連合会

当ディスクロージャー誌（平成20年4月～9月）は当連合会が自主的に 開示
するものであります。
本資料に掲載の計数につきましては、平成20年度仮決算に基づくものであ
り、会計監査は受けておりません。
記載金額は、原則として単位未満を切り捨てて表示しております。
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平成20年度半期マリン・レポート



事業概況

主要な取組み

 ＪＦマリンバンク基本方針にもとづき、平成18年度に策定した経
営改善計画の2年度として、自己資本比率8％以上の安定確保並びに
繰越欠損金の10年以内での解消に向け、本年度は次の事業方針にも
とづき取り組んでおります。

　　１．法令遵守（コンプライアンス）の徹底及び内部管理体制強化に向けた実践
　　２．不良債権圧縮方策の実践と新たな不良債権発生の未然防止対策
　　３．店舗再編後における各店舗運営体制の充実・強化
　　４．漁協の経営改善に向けた行政・関係団体との連携強化

 全般的な漁業の水揚不振に加え、漁価低迷の厳しい情勢が続
いているなかですが、積極的に貯蓄推進運動に励んだ結果平
成20年3月より約19億円増加し、約1,016億円の実績となりま
した。

貯 金

貸 出 金

収 支

 組合員の高齢化に加え漁業情勢の先行き不透明感から、設備
投資の需要が減少する状況が続いております。この結果、平
成20年9月末貸出金残高は平成20年3月末に比べ約27億円減少
し、約356億円の実績となりました。

　平成20年度は、平成18年度に策定した「経営改善計画」の2
年度目として、経営環境の悪化に対応できるように、自己資
本比率の向上、事業量の安定確保、店舗運営の効率化及び事
務リスク管理に取組んでおります。
　しかしながら、主に漁協向け貸出債権に対する貸倒引当金
の積み増しにより、平成20年9月期仮決算については、当期損
失金約568百万円の結果となりました。
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主要勘定残高の状況

金融再生法開示債権

・

・

・

・

自己資本比率の状況

3,438

前期比

（単位：百万円）

3,148

549

▲ 376

872

1,918

▲ 2,698

（単位：百万円）

前期比

▲ 2,743

▲ 6,066

3,322

「正常債権」とは債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、「破産更生債権及びこれらに
準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」以外のものに区分される債権をいいます。

　

平成20年9月末の債権額は次の方法により算定しています。

「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは破産、会社更生、再生手続等の理由により経営破綻に陥ってい
る債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいいます。

「危険債権」とは債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従っ
た債権の元本の回収及び利息の受取ができない可能性の高い債権をいいます。

「要管理債権」とは基本的には、リスク管理債権の「３ヶ月以上延滞債権」、「貸出条件緩和債権」に該当す
る債権をいいます

自己資本比率 11.41 12.63 ▲ 1.22

（単位：％）

平成20年9月末 平成20年3月末

平成20年9月末 平成20年3月末

貯 金 101,610 99,692

貸 出 金 35,673 38,371

預 け 金 60,862 57,424

有 価 証 券 8,599 7,727

平成20年9月末 平成20年3月末 前期比

破 産 更 生 債 権 及 び
これらに準ずる債権 5,062 5,438

危 険 債 権 6,807 6,258

要 管 理 債 権 4,004 856

計 15,874 12,552

正 常 債 権 20,221 26,287

合計 36,096 38,839
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 　 お問い合わせ先　 静岡しんぎょれん　総務部
 　〒420－8644　  静岡市葵区追手町9番18号
℡：054－273－4414　FAX：054－255－3051
       　http://www.jf-sizusingyo.com/


